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固
定
資
産
税
の

評
価
替
え口市

税
務
課

　

土
地
と
家
屋
の
固
定
資
産
税
額

の
も
と
に
な
る
評
価
額
は
、
３
年

ご
と
に
見
直
し
（
評
価
替
え
）
を
行

う
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

４
月
１
日
㈬
か
ら
、
縦
覧
・
閲

覧
を
開
始
す
る
新
年
度
の
評
価
額

は
、
次
の
よ
う
な
見
直
し
を
し
た

も
の
で
す
。
納
税
通
知
書
は
５
月

に
発
送
し
ま
す
。

■
土
地
の
評
価
替
え

　

土
地
の
価
格
は
、
宅
地
・
田
・

畑
・
山
林
な
ど
の
種
類
別
に
、
定

め
ら
れ
た
評
価
方
法
で
計
算
し
ま

す
。

■
宅
地
の
評
価

　

市
内
を
土
地
の
利
用
状
況
の
似

た
区
域
に
グ
ル
ー
プ
分
け
し
、
そ

の
区
域
内
の
標
準
的
な
宅
地
の

「
地
価
公
示
価
格
」「
鑑
定
価
格
」

な
ど
の
７
割
を
め
ど
に
、均
衡
化
・

適
正
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

宅
地
の
価
格
は
、　

宅
地
が
接

評価替え年度
（工事原価の時点）

平成27年度
（平成25年７月）

平成24年度
（平成22年7月）

木造

1.06

0.99

非木造

1.05

0.96

建築物価の変動率

す
る
「
街
路
の
状
況
」「
土
地
の
形

状
」
に
応
じ
て
計
算
し
ま
す
。
前

回
評
価
替
え
か
ら
の
３
年
間
の
異

動
を
把
握
し
見
直
し
ま
し
た
。

　

ま
た
市
街
化
調
整
区
域
（
山
間

部
を
除
く
）
の
宅
地
な
ど
は
、
街
路

の
状
況
な
ど
の
均
衡
化
と
適
正
化

の
た
め
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
場
所
に
よ
っ
て
は
評

価
額
が
大
幅
に
下
落
し
た
り
、
上

昇
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。

※
評
価
額
が
下
が
っ
て
い
る
場
合

で
も
、負
担
調
整
措
置
（
税
額
が

急
に
上
が
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
少

し
ず
つ
税
額
を
上
げ
て
い
く
措
置
）

に
よ
っ
て
税
額
が
上
が
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

■
家
屋
の
評
価
替
え

　

家
屋
の
評
価
額
は
、「
再
建
築
費

（
※
１
）」
と
「
経
年
減
点
補
正
率

（
※
２
）」
を
か
け
て
計
算
し
ま
す
。

　

評
価
替
え
で
は
、
過
去
３
年
間

の
建
築
物
価
の
「
変
動
率
」
を
か

け
て
、「
再
建
築
費
」
を
計
算
し
直

し
ま
す
。
今
回
の
変
動
率
は
、
平

成
22
年
７
月
と
平
成
25
年
７
月
の

工
事
原
価
を
比
較
し
て
定
め
ら
れ
、

下
表
の
と
お
り
上
昇
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
評
価
額
の
減
少
が
小
さ

い
、
あ
る
い
は
前
年
度
と
同
じ
評

価
額
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
前
年
度
よ
り
評

価
額
が
上
が
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

※
１　

同
じ
家
屋
を
そ
の
時
点
で

そ
の
場
所
で
も
う
一
度
建
て
る

の
に
必
要
と
さ
れ
る
建
築
費
を
、

国
が
定
め
た
評
価
基
準
に
基
づ

い
て
計
算
し
た
も
の
。

※
２　

家
屋
が
古
く
な
る
と
下

が
っ
て
い
く
率
。
評
価
替
え
の

年
に
経
過
年
数
に
応
じ
て
下
が

り
ま
す
。
下
限
ま
で
下
が
り

き
っ
て
い
る
古
い
家
屋
は
、
そ

れ
以
上
は
下
が
り
ま
せ
ん
。（
通

常
の
木
造
住
宅
で
は
25
年
、
軽
量

鉄
骨
造
住
宅
で
は
30
年
か
け
て

下
限
に
達
し
ま
す
）

特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別

障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
制
度
の
お
知
ら
せ

口市
障
害
福
祉
課

　
「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」
は
、対

象
者
に
４
か
月
に
１
回
手
当
を
支

給
し
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
特
別
障
害
者
手
当
」「
障
害
児

福
祉
手
当
」
は
、
対
象
者
に
３
か

月
に
１
回
手
当
を
支
給
し
、
負
担

の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

各
手
当
額　

法
律
の
規
定
に
基
づ

き
、
支
給
額
が
改
定
さ
れ
ま
す

（
下
表
の
と
お
り
）。

対
象

特
別
児
童
扶
養
手
当　

20
歳
未
満

で
身
体
ま
た
は
精
神
に
重
度
ま

た
は
中
度
以
上
の
障
害
の
あ
る

児
童
の
父
母
、
も
し
く
は
父
母

に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
（
施
設
入
所
す
る
と

対
象
外
に
な
り
ま
す
）

特
別
障
害
者
手
当　

20
歳
以
上
で

重
度
の
重
複
障
害
が
あ
り
、
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る

状
態
に
あ
る
か
、
絶
対
安
静
を

必
要
と
す
る
人
（
施
設
入
所
し
た

り
、
３
か
月
以
上
入
院
し
た
り
す
る

と
対
象
外
に
な
り
ま
す
）

障
害
児
福
祉
手
当　

20
歳
未
満
で

重
度
の
障
害
の
た
め
、
日
常
生

活
で
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る

人
（
施
設
入
所
す
る
と
対
象
外
に
な

り
ま
す
）

３月分まで（月額）

1級（重度障害）49,900円

2級（中度障害）33,230円

26,000円

14,140円

14,140円

4月分から（月額）

1級（重度障害）51,100円

2級（中度障害）34,030円

26,620円

14,480円

14,480円

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

特別障害者手当

福祉手当（経過措置）

所
得
制
限

特
別
児
童
扶
養
手
当　

障
害
児
の

父
母
（
手
当
請
求
者
）
や
、生
計
を

同
一
に
し
て
い
る
扶
養
義
務
者

の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
が
、
い
ず

れ
も
定
め
ら
れ
た
限
度
額
の
範

囲
内
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当

本
人
、
配
偶
者
、
同
じ
世
帯
で

の
最
多
の
収
入
者
（
扶
養
義
務

者
）
の
所
得
が
、
い
ず
れ
も
定

め
ら
れ
た
限
度
額
の
範
囲
内
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

※
毎
年
８
月
に
、
所
得
状
況
等
支

給
要
件
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

障
害

福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１
番
、Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番

心
身
障
害
者
の
社
会
参
加
の
た
め
に

タ
ク
シ
ー
運
賃
・
自
動
車
燃

料
費
を
助
成

口市
障
害
福
祉
課

　

重
度
の
障
害
が
あ
る
人
の
積
極

的
な
社
会
参
加
を
促
進
す
る
た
め
、

タ
ク
シ
ー
運
賃
ま
た
は
自
動
車
燃

料
費
の
助
成
券
を
交
付
し
ま
す
。

交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。

タ
ク
シ
ー
運
賃
の
助
成
額

　

年
額
１
万
２
千
円
（
５
０
０
円
×

24
枚
）

自
動
車
燃
料
費
の
助
成
額

　

年
額
６
千
円（
３
０
０
円
×
20
枚
）

受
付
開
始
日　

４
月
１
日
㈬

持
ち
物　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
、
印
鑑

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
に
は
、

自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
し

ま
す
の
で
、
車
検
証
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

障
害

福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１
番
、Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番

屋
外
広
告
物
の
適
正
な

維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

　　　　　口市
景
観
・
ま
ち
な
み
保
全
室

２
月
に
札
幌
市
内
で
、
ビ
ル
の

壁
面
に
取
り
付
け
ら
れ
た
看
板
の

一
部
が
落
下
し
て
、
歩
行
者
に
直

撃
す
る
事
故
が
あ
り
ま
し
た
。

看
板
な
ど
の
屋
外
広
告
物
は
、

老
朽
化
す
る
と
落
下
や
倒
壊
な
ど

危
険
が
あ
り
、
重
大
な
事
故
に
つ

な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
な
事
故
が
起
き
な
い

よ
う
に
、屋
外
広
告
物
の
表
示
者
・

設
置
者
・
管
理
者
は
、
定
期
的
な

安
全
点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
部
材
の
腐
食
な
ど
で
老
朽
化

が
見
ら
れ
る
場
合
は
、
速
や
か
に

撤
去
や
改
修
な
ど
の
措
置
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

景
観
・
ま
ち

な
み
保
全
室
☎
30-

６
１
２
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
５
１
７
番

対
象　

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
障
害
者
支
援
施
設

や
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
保
険

施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
な
い

人
で
、
市
民
税
所
得
割
額
（
平

成
26
年
度
課
税
）
が
16
万
円
未
満

の
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は

２
級
の
所
持
者
で
、
次
の
い
ず

れ
か
の
障
害
の
あ
る
人　

▼
肢
体
不
自
由
障
害
の
う
ち
下

肢
障
害
、
体
幹
機
能
障
害
ま

た
は
移
動
機
能
障
害　

▼
視
覚
障
害　

▼
内
部
障
害
（
免
疫
機
能
障
害
を

含
む
）

②
療
育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２
の

所
持
者

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
ま
た
は
２
級
の
所
持
者

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
は
、
本

人
ま
た
は
本
人
と
生
計
が
同
じ

家
族
が
、
自
動
車
を
所
有
し
運

転
す
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

お
わ
び
と
訂
正　

３
月
15
日
号
３

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
「
固
定
資

産
の
価
格
等　

平
成
27
年
度
の

縦
覧
・
閲
覧
」
に
つ
い
て
不
服

申
し
立
て
が
で
き
る
人
を
限
定

し
て
い
ま
し
た
が
、
27
年
度
は

全
て
の
土
地
・
家
屋
の
固
定
資

産
税
の
納
税
者
が
審
査
の
申
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お

わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
資
産

税
係
☎
30-

６
１
３
８
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

ひ
こ
ね
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

取
扱
加
盟
店
の
募
集

　　口市
地
域
経
済
振
興
課

30
％
お
得
に
お
買
い
物
が
で
き

る『
ひ
こ
ね
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
』

の
取
扱
加
盟
店
を
募
集
中
で
す
。

平
成
27
年
度
は
年
２
回
発
行
を

行
う
予
定
で
す
。
今
回
、
取
扱
加

盟
店
に
な
る
と
、
原
則
と
し
て
２

回
目
の
と
き
も
商
品
券
の
取
り
扱

い
が
で
き
ま
す
。

募
集
期
限　

４
月
20
日
㈪（
第
１
回

の
発
売
日
は
５
月
30
日
㈯
）

参
加
資
格　

市
内
で
小
売
業
、
飲

食
業
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど

を
営
む
店
舗
で
、
彦
根
市
商
業

振
興
条
例
に
則
し
て
最
寄
り
の

商
店
会
（
商
店
街
組
合
、彦
根
商
店

街
連
盟
な
ど
）、
彦
根
商
工
会
議

所
ま
た
は
稲
枝
商
工
会
に
加
入

　

し
て
い
る
店
舗

申
請
方
法　

前
回
の
取
扱
加
盟
登

録
状
況
に
よ
り
申
請
方
法
が
異

な
り
ま
す
。

①
前
回
（
平
成
25
年
10
月
発
売
）
取

扱
加
盟
店
登
録
を
行
っ
た
場
合

彦
根
商
店
街
振
興
㈱
か
ら
事
前

に
登
録
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

必
要
事
項
を
書
い
て
彦
根
商
店
街

振
興
㈱
へ
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

②
新
規
に
取
扱
加
盟
店
登
録
を
行

う
場
合

彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
電
子

申
請
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
か
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
、
必
要
事
項
を

書
い
て
彦
根
商
店
街
振
興
㈱
へ
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

地
域
経
済
振

興
課
☎
30-

６
１
１
９
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
24-

９
６
７
６
番
、
彦
根

商
店
街
振
興
㈱
☎
22-

７
３
０

３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
27-

０
１
３
４

番


